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○四日市市都市計画まちづくり条例 
平成19年12月21日条例第52号 

改正 
平成23年４月28日条例第22号 
平成25年３月26日条例第13号 

四日市市都市計画まちづくり条例 
目次 
第１章 総則（第１条－第３条） 
第２章 都市計画決定手続（第４条－第11条） 
第３章 都市計画提案手続（第12条－第17条） 
第４章 地区まちづくり構想の策定と地域・地区別構想の策定（第18条－第23条） 
第５章 雑則（第24条） 
附則 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第２章第２節の規定
により行う都市計画の決定等に関し必要な事項を定め、本市が行う都市計画における公正、透明な
手続と市民参加の機会を確保し、もって本市にふさわしい土地利用の適正化と魅力あるまちづくり
に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「令」
という。）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 市民 次に掲げるものをいう。 
ア 本市の区域内に住所を有する者 
イ 本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人 
ウ 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 
エ 本市の区域内に存する学校に在学する者 

(２) 事業者 法第29条第１項の許可を要する開発行為を行おうとする者、建築物の建築又は工作
物の築造を行おうとする者及び建築物の建築を伴わない開発事業（墓地の設置、駐車場の設置、
土石の採取、森林の伐採、資材置場の設置等）を行おうとする者をいう。 

(３) 土地所有者等 都市計画の決定又は変更の提案（以下「都市計画提案」という。）の対象と
なる区域（国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人の所有している土地で公共施
設の用に供されているものを除く。）の土地に係る所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件
を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなもの
を除く。）を有する者をいう。 

（関係者の責務） 
第３条 市民及び事業者は、この条例の制定目的を理解し、都市計画マスタープラン（法第18条の２
第１項の規定に基づき定める都市計画に関する基本的な方針をいう。以下同じ。）に掲げる土地利
用に関する基本方針を理解した上で土地利用に関する計画を立案し、自己の持つ権利を行使するに
当たり、土地基本法（平成元年法律第84号）第６条に規定する基本理念を尊重するとともに、これ
に従わなければならない。 

２ 市は、都市計画マスタープランに掲げる土地利用に関する基本方針にのっとり土地利用調整を行
い、その過程及び結果を市民に示すよう努めるものとする。 

第２章 都市計画決定手続 
（都市計画決定手続） 

第４条 市が行う都市計画の決定手続は、次条から第11条までに定めるところによる。 
（都市計画原案の作成） 

第５条 市は、都市計画の決定又は変更をしようとする場合には、都市計画の原案を作成するものと
する。 
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（公聴会の開催等） 
第６条 市は、都市計画の決定案を作成する場合には、前条に定める都市計画の原案をもとに、市民
の意見を聴く機会として公聴会を開催するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、都市計画の決定又は変更の内容が軽微なものについては、説明会の開
催によって公聴会の開催に代えることができる。 

３ 市は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会を開催する日の２週間前までに次の各号に掲げ
る事項を公告しなければならない。 
(１) 都市計画の原案の種類、名称、位置及び区域 
(２) 都市計画の原案の閲覧場所 
(３) 公聴会の開催の日時及び場所 
(４) 公述人の申出に係る書面の提出期限及び提出先 
(５) その他公聴会の開催に関し必要な事項 

４ 公聴会において意見を述べることを希望する者は、公述人として意見を述べることができる。 
５ 公聴会を開催する日の前日において前項の規定により意見を述べることを希望する者がいないと
きは、説明会を公聴会に代えて開催するものとする。この場合において、説明会の開催をもって公
聴会を開催したものとみなすことができる。 

６ 市は、公聴会において公述人が述べた都市計画の原案に対する意見を整理し、特に支障があると
認めた場合を除き、当該意見に対する市の考え方を公表するものとする。 

７ 公聴会における公述人の申出、選定及び傍聴人その他公聴会の開催に関することについては、規
則で定める。 
（地区計画等の決定案の作成手続） 

第７条 前条の規定にかかわらず、法第16条第２項の規定に基づき都市計画に定める地区計画等の決
定案を作成する場合には、地区計画等の原案を作成の上、次条及び第９条の規定によりこれを提示
し、意見の提出の機会を設けるものとする。 
（地区計画等の原案の提示方法） 

第８条 市は、地区計画等の決定案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項
を公告し、地区計画等の原案に当該地区計画等を決定し、又は変更する理由書を添えて、当該公告
の日の翌日から起算して14日間縦覧に供するものとする。 
(１) 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 
(２) 地区計画等の原案の縦覧場所及び縦覧期間 
（意見書の提出方法） 

第９条 法第16条第２項に規定する土地の所有者及び利害関係人は、前条の公告の日の翌日から起算
して14日以内に、地区計画等の原案に関する意見書を市に提出することができる。 
（都市計画の決定案の作成） 

第10条 市は、第６条に規定する公聴会で提出された意見又は前条の規定により提出された意見を参
考に、必要に応じ都市計画の原案又は地区計画等の原案に修正を加え、都市計画の決定案を作成す
るものとする。 
（都市計画の決定手続） 

第11条 市は、前条の規定により作成された都市計画の決定案を、法第17条の規定により縦覧に付し
た上で、法第19条第１項の規定により四日市市都市計画審議会に付議し、その結果により同条及び
第20条の規定に従い、必要な処理を行うものとする。 

第３章 都市計画提案手続 
（都市計画提案者） 

第12条 法第21条の２に規定するもののほか都市計画を提案できるものは、第19条第１項の規定によ
り認定された団体とする。 
（都市計画提案区域の規模） 

第13条 令第15条の２の規定に基づく都市計画提案ができる一団の土地の区域の規模は、次の各号に
掲げるとおりとする。 
(１) 法第８条第１項第３号に規定する高度地区又は高度利用地区、同項第４号に規定する特定街
区の区域の面積 2,000平方メートル以上 
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(２) 前号以外の都市計画の区域の面積 5,000平方メートル以上 
（適合すべき基準） 

第14条 法第21条の２の規定に基づく都市計画提案を行おうとするものは、当該提案区域の周辺環境
等に配慮するとともに、次の各号に掲げる基準に適合した都市計画の素案を作成しなければならな
い。 
(１) 法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。 
(２) 四日市市都市計画マスタープラン全体構想（第３条第１項に定める都市計画マスタープラン
のうち四日市市議会基本条例（平成23年四日市市条例第１号）第10条第２項第５号の規定により
議決を受けた全体構想をいう。以下「都市計画マスタープラン全体構想」という。）その他本市
の土地利用の方針に適合するものであること。 

２ 前項の提案を行おうとする場合には、土地所有者等に十分な説明を行うとともに、土地所有者等
の３分の２以上が当該提案に同意し、かつ、同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意
した者が有する地上権又は借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域
内の土地の総地積と地上権又は借地権の目的となっている土地の総地積との合計の３分の２以上と
なっていなければならない。 
（都市計画提案手続） 

第15条 法第21条の２の規定に基づく都市計画提案を行おうとするものは、市に対し都市計画に関す
る情報の提供を求め、都市計画提案に係る内容等について事前相談をすることができる。 

２ 都市計画提案を行おうとするものは、都市計画の素案その他規則で定めるものを市に提出しなけ
ればならない。この場合において、市は、都市計画の素案を公表するものとする。 

３ 第１項の規定は、三重県に対し都市計画の提案を行おうとする場合に準用する。 
（都市計画提案の内容について都市計画の決定又は変更が必要な場合の処理） 

第16条 市は、前条第２項の規定により提出された都市計画の素案等について、都市計画の決定又は
変更の必要があると判断したときは、第２章に定める手続を行うものとする。 

２ 市は、前項の手続が終了した場合は、都市計画提案を行ったものに通知するとともに、法第20条
の規定による告示の際に、都市計画を決定し、又は変更する必要があると判断した理由を添えるも
のとする。 
（都市計画提案の内容について都市計画の決定又は変更が不要な場合の処理） 

第17条 市は、都市計画の決定又は変更の必要がないと判断したときは、四日市市都市計画審議会に
当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴取するものとする。 

２ 市は、都市計画提案が、都市計画の決定又は変更の必要がないと判断をした旨及びその理由に、
前項の規定により聴取した意見を添えて都市計画提案をしたものに通知するものとする。 

第４章 地区まちづくり構想の策定と地域・地区別構想の策定 
（地区まちづくり構想） 

第18条 地区まちづくり構想とは、都市計画マスタープラン全体構想に則し、当該地区に住所を有す
る者等（以下「住民等」という。）が土地利用のあり方その他地区のまちづくりの目標を定め、も
って当該地区におけるまちづくりを推進することを目的に策定する構想をいう。 
（地区まちづくり組織の認定） 

第19条 市は、地区まちづくり構想を策定し、又は第21条第１項に規定する都市計画マスタープラン地
域・地区別構想の実現に向けた取組を行う団体で、その設立の目的がこの条例の目的に則しており、次
の各号に掲げる要件全てを満たすものを、地区まちづくり構想の策定又は地域・地区別構想の実現に向
けた取組を行う組織（以下「地区まちづくり組織」という。）として認定することができる。 
(１) 地区まちづくり構想に係る地区の区域が定まっていること。 
(２) 構成員が地区の住民等で構成され、おおむね当該地区の区域全体から参加していること。 
(３) 運営に必要な事項が、会則、規約等で定まっていること。 
(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた要件を満たすものであること。 

２ 前項に定める地区まちづくり組織の設立手続等については、規則で定める。 
３ 市は、地区まちづくり組織が第１項各号の要件を満たさないと認めたとき又は地区まちづくり組
織の活動がこの条例の目的若しくはその会則、規約等に反していると認めたときは、当該地区まち
づくり組織の認定を取り消すことができる。 
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（地区まちづくり構想の策定） 
第20条 地区まちづくり組織は、地区まちづくり構想を策定し、市長に提出することができる。この
場合において、あらかじめ当該地区内の住民等を対象とする説明会の開催など、十分な意見の聴取
を行わなければならない。 

２ 地区まちづくり組織は、構想策定に際し市に対し必要な情報の提供、専門家の派遣その他必要な
支援を依頼することができる。 
（地域・地区別構想の決定案の作成） 

第21条 市は、前条第１項の規定により提出された構想が、都市計画マスタープラン全体構想に則し、
地区の土地利用を含めたまちづくりに資するものであると認めたときは、当該構想を基礎とし、都
市計画マスタープラン地域・地区別構想（第14条第１項第２号に定める都市計画マスタープラン全
体構想の中で地域別構想と位置付けられた地域単位でのより詳細な計画をいう。以下「地域・地区
別構想」という。）を策定することができる。 

２ 市は、前項に定める地域・地区別構想の決定案の作成に当たり、必要に応じ地区まちづくり組織
と協議を行うものとする。 

３ 市は、地域・地区別構想の決定案を作成したときは、法第17条の規定の趣旨にのっとり、当該決
定案を縦覧に付し、意見書の提出の機会を設けるものとする。 
（地域・地区別構想の策定等） 

第22条 市は、前条の規定により作成された地域・地区別構想の決定案を、法第19条第１項の規定の
趣旨にのっとり、四日市市都市計画審議会に付議し、意見を聴取するものとする。 

２ 市は、地域・地区別構想を策定したときは、その旨を告示するとともに、地区まちづくり組織に
通知するものとする。 

３ 地区まちづくり組織は、住民等、まちづくりに関し経験と知識を有する団体、行政機関等と連携を図
り、地域・地区別構想の実現に向けて取組を継続的に行うものとする。 
（地域・地区別構想の効力） 

第23条 市は、前条の規定により、地域・地区別構想を策定したときは、当該構想を第14条第１項第
２号に定める本市の土地利用の方針として取り扱うものとする。 

２ 市、市民及び事業者は、策定された地域・地区別構想の実現のための適切な土地利用をはじめと
するまちづくりに努めるものとする。 

第５章 雑則 
（委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成20年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
（経過措置） 

２ 施行日前に第18条に規定する地区まちづくり構想を策定する団体として設立された団体であって、
第19条に規定する要件を満たすと認められるものは、同条の規定により認定された地区まちづくり
構想策定委員会とみなす。 
（四日市市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止） 

３ 四日市市地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和59年四日市市条例第32号）は、廃止する。 
附 則（平成23年４月28日条例第22号） 

この条例は、平成23年５月１日から施行する。 
（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の四日市市都市計画まちづくり条例第19条第１項の規定により地区ま
ちづくり構想策定委員会として認定された団体は、改正後の四日市市都市計画まちづくり条例第19条第
１項の規定により地区まちづくり構想の策定又は地域・地区別構想の実現に向けた取組を行なう組織と
して認定された団体とみなす。 
 


